
２０２６（令和８）年度（公財）日本水泳連盟競泳競技 

公認審判員・競技役員講習会 
 
１．目  的 競技会の運営方法、審判員・競技役員の心得、権限と任務の講義を通じて資質の向上を

はかる。 

（１） 競泳Ｂ級審判員に対し、資質の向上を図る。 

（２） 競泳Ｃ級審判員に対し、将来Ｂ級審判員となるため資質向上を図る。 

（３） 新規に資格を取得する者（資格取得申請時、１８歳以上）に対し、競技役員・ 

競泳Ｃ級審判員の講習会とする。 
 
２．参 加 者 （１）（公財）日本水泳連盟Ｂ級・Ｃ級審判員・公認競技役員資格取得者および同資格を

取得しようとする者で、１８才以上であること。なお、初めて公認審判員・競技

役員資格の取得を希望される方は、７０歳未満とする。 

（２）登録団体関係者であること。 

       （３）現有資格者で２０２６年３月３１日までの有効期限（桃色台紙）の方は、必須と

する。 
 
３．期 日 ２０２６（令和８）年３月２２日（日） ９：３０ 受付 
 
４．講習時間 １０：００ ～ １５：３０ 
 
５．講  師 一般社団法人岐阜県水泳連盟 競技運営委員長 他 
 
６．場 所 大垣市スイトピアセンター文化会館２階 会議室２ （公財）大垣市文化事業団 

       〒５０３－０９１１ 大垣市室本町５－５１  TEL ０５８４－７４－６０５０ 
 
７．参 加 費 ５，０００円（更新者・新規者） 
       ３，０００円（講習のみ・手引き持参） 

    当日会場にて納入する。 
     ※昼食は、お弁当を用意します。 

 
８．申込方法 ＊期 日 ２０２６（令和８）年３月１３日（金） 厳守 

       ＊場 所 〒５００－８２６８ 岐阜市茜部菱野４-１３６ 

             (一社)岐阜県水泳連盟 競技役員講習会係 宛 

             問合せ：０５８－２１５－１００７ (火～金１０：００ ～ １５：００) 

             FAX 可：０５８－２１５－１００８ 
 
９．そ の 他 ＊競技役員取得者は、競技役員手帳及び役員手引書、筆記用具を持参してください。 

       ＊競泳競技規則競技役員（競泳）の手引き（最新版第２２版第２刷２０２３年６月１ 

日発行）をお持ちでない方は、是非この講習会を機に購入の検討をお願いします。 

       ＊筆記用具を持参してください（講習会後半に素養テストを実施します）。 

＊新規競技役員取得後、次回更新時（４年間）までに本県にて競技役員を３回以上

行っていない方は、競技役員の更新はできません。新たに競技役員を取得したい

場合は、その翌年に改めて申請していただきます（令和４年度から適用）。 

＊現有資格者の方についても、新規競技役員と同様の扱いとする（令和６年度から

適用）。 
 

＊令和８年度の競技役員特典について 

・競技役員新規取得者には、次回競技役員更新時（４年後）までに本県にて競技会 

参加回数２０回を約束に、ポロシャツとスラックスを無償支給します。 
  

【告知(重要！！)】 
２０２７(令和９)年度の役員講習会(２０２７年３月２８日(日)予定)より、案内をホー

ムページのみとします。従来のように、事務局より郵送にて案内文書を送付することは

ありません。ご自身の有効期限を確認し、申込をしていただくようお願い致します。 

 


